
【問い合わせ先】　　

独立行政法人国立病院機構　　

本部 内部統制・監査部　　

 (契約監視委員会事務局)　　

令和7年12月23日（火） 国立病院機構本部大会議室

熊谷則一（涼風法律事務所　弁護士） 

菱山園子（菱山園子公認会計士事務所　公認会計士） 

戸田光一（監事） 

藤川裕紀子（監事） 

１ 点検・見直しの審議について
２ 今後のスケジュールについて

○競争性のない随意契約 ２３５件

○入札結果が一者応札となったもの　 １４０件

○連続して一者応札・応募となったもの ２６件

１　点検・見直しの審議について

【審議結果】

　・下記のとおり指摘を行った。

　○ 競争性のない随意契約　　　２３５件

・指摘なし ２２５件

・指摘あり １０件

　○ 一者応札　　　１４０件

・指摘なし １１９件

・指摘あり ２１件

　○　『「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」における改善状況の
　　フォローアップについて（平成２４年９月７日付け総務省事務連絡）』に従
　　い、連続して一者応札・応募になった案件の改善に向けた取組内容等の点検
　　を実施。
　　　　　・点検件数　　　２６件

２　今後のスケジュールについて
　　開催日程については以下のとおり。
　　第４回　令和８年３月２４日（火）

以　上

審議事項

審議対象

議事概要

　今回は、令和7年9月末日までに締結を行った契約の内、競争性のない随意契約、入札の
結果一者応札・一者応募となった契約、連続して一者応札・一者応募となった契約につい
て審議を行った。

「独立行政法人国立病院機構契約監視委員会」の審議概要について

令和7年度第3回独立行政法人国立病院機構契約監視委員会が、令和7年12月23日（火）に、国立病院機構本
部大会議室において開催されましたので、その審議概要についてお知らせします。

令和7年度 第3回 独立行政法人国立病院機構契約監視委員会（概要）

開催日及び場所

委員（敬称略）

・「競争に付することが不利」であることが客観的に判断できない
ことから、今後は一般競争入札により契約締結すること。
・契約締結日が契約開始日より後になっているため、今後は契約開
始日より前に契約を締結すること。
・競争性がないことが客観的に判断できないことから、今後は一般
競争入札により契約締結すること。
・緊急の必要性のあることが客観的に判断できないことから、今後
は一般競争入札により契約締結すること。
・契約事務取扱細則17条の2第2号による契約を締結した場合は、グ
ループ担当理事部門の審査会へ速やかに報告し、事後点検を受ける
こと。

・複数業者から参考見積を徴取すること
・前回の入札において一者応募・一者入札となった契約については
年度に契約する契約の一覧に確認項目を設ける等の策を講じ、漏れ
なく契約手続き前に契約審査委員会で審査する体制を整備するこ
と。
・特定の業者が有利とならないよう、仕様を検討すること。
・年度に契約する契約の一覧を作成し、複数人で確認するなど契約
締結から履行開始までの期間を十分に確保できるように体制を整備
すること。


